
【市民税係】

兵庫県三田市長　宛

　　　 個人市県民税・森林環境税に関する書類を受領する相続人代表者として、地方税法第9条の2
　　第１項の規定により下記のとおり届出します。
　　　 なお、この届出に関して他の者が異議の申し出をした時は、私達で解決いたします。

〒 〒

（注）この届出書により送付先を指定されますと、送付先の変更申請をされない限り変更できません。
　　ただし、指定された送付先に通知書等が届かない場合は、当方により変更することがあります。
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